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２－５　環境保全・公害防止の推進

　住民との協働により環境保全の充実を図るとともに、監視体制を確保することにより公害の未
然防止を図り、美しく、安全で快適なまちづくりを推進し、次世代に引き継ぐよう努めます。
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取　　　組 実施主体 H25 H26 H27 H28 H29 優先度

1

有害鳥獣対策

生活環境係
林　業　係 A

・�有害鳥獣、害虫、エキノコッ
クス媒介動物の駆除
・エゾシカ残滓の回収
・エゾシカ有害駆除の委託
・ヒグマ有害駆除
・鳥獣捕獲許可・申請事務
・北海道エゾシカ協会への加盟

2
鳥獣保護及び飼養許可

林　業　係 A・傷病鳥獣の保護
・鳥獣飼養許可・登録

3
地球温暖化防止実行計画の推進

生活環境係 A・�地球温暖化防止実行計画の推
進
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取　　　組 実施主体 H25 H26 H27 H28 H29 優先度

1
公共河川等水質汚染の防止

生活環境係 A・�茶路川ほか７河川等の水質検
査の実施

2
公害対策の推進

生活環境係 A・公害対策分析検査の実施
・公害専門委員会の運営

事業番号 ２－５－１
小 分 類 自然環境の保全

施策目的 緑豊かな白糠の自然環境を守るため、住民との協働により環境保全の推進に努めま
す。

事業番号 ２－５－２
小 分 類 公害の防止

施策目的 美しく安全で快適なまちづくりを推進するため、監視体制を確保し、公害の未然防
止に努めます。


